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2013.3.2【地方消費者委員会（米沢 】）

「消費者委員会の活動と食の安全」

河上 正二内閣府消費者委員会委員長

「消費者委員会」というところⅠ

消費者庁及び消費者委員会設置法

平成 ( )年 月 日に発足21 2009 9 1

(第三者機関)→ 名の民間委員からなる独立した行政組織10

審議会機能・行政監視機能・国民とのパイプ機能

建議等を通じての関係機関への勧告・報告要求、資料請求権

消費者行政の司令塔たる消費者庁の「良心と良識の府」として

（→資料参照）これまでの活動内容・ホームページの見方

http://www.cao.go.jp/consumer/index.html

最近の建議・提言からⅡ

中長期的な消費者政策基本問題を考える（１）組織・制度の大問題････

・国民生活センターの消費者庁への一元化問題

消費者庁・消費者委員会・国民生活センターそれぞれの良さを活かして、 極の緊張ある提携関係を！3

・地方消費者行政の活性化のために

地方の消費センターの活動の充実と質の向上のために、一定の安定した経済的支援を！

・公共料金の透明化と消費者参加のために

消費者代表の声を届けて徹底した経費削減と経営の合理化で適正な公共料金の確保を！

縦割り行政に消費者目線で横串を刺す（２）関係省庁の隙間に落ちた諸問題････

厚生労働省・消費者庁・経産省・違法ドラッグ（いわゆる「脱法ハーブ」など）

厚生労働省・金融庁・消費者庁・医療機関債の不当勧誘

厚生労働省・経産省・消費者庁・美容医療・エステの不当広告問題

自分の管轄外と責任を押しつけ合うのではなく緊密な連携･協力関係の下で被害の発生に速やかな対処を！

必要な制度的手当てを求める（３）法の厳格な執行と立法的手当てを求めて････

・特定商取引法の改正( )訪問購入： 貴金属の押し買い」問題など「

施行（課題となる「適用除外」の運用の監視）cf.2013.2.21

・リコール情報の周知徹底策について

せっかくの「リコール情報」を効果的に伝達するためのリスクコミュニケーション

・消費者契約法の見直し問題

集団的消費者訴訟制度を実効性あらしめるためにも、速やかな見直しを

・高齢投資被害の対策

高齢者の「いのち金」を狙った悪質な投資勧誘の被害をなくすために

・その他： 関連の不当な広告、個人情報流出問題などIT
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Ⅲ食の安全をめぐって

１ 「 」は、消費生活 の基本食の安全・安心 [衣食住]

快食・快眠・快便････粗食・快眠・運動？

バランスのとれた食事に、適度な運動と十分な休養が一番！

＊食は「文化 。経験的知恵と伝統で淘汰・承継される食物・食べ方を大切に。」

示問題 全問題課題の多くは、 と広告・表 品質・安

（健康食品など）２ 様々な新開発食品の登場

従来の経験則が機能しない食物選択の機会が増加していること

農薬・食品添加物・輸入食品・遺伝子組替え食品など消費者の不安：

＊不安につけ込む悪質業者

事業者の提供する情報が頼り（→ ）消費者の「知る権利」

軽いじんましんから重篤なアナフィラキシーショックまで「食物アレルギー」問題････

石けん(旧「茶のしづく」)による食物(小麦)アレルギーの発症事件cf.

「こんにゃくゼリー」と嚥下障害食物の物性・形状に潜む危険性････Ex.

３ 消費者運動の原点としての「食品偽装」問題と「食の安全」問題

・ ニセ牛缶」事件( 年)「 1960

・ (牛海面脳症)牛肉」問題( 年～)････ 牛肉トレーサビリティー法「BSE 2001 cf.

・雪印食品産地偽装事件( 年)2002

・中国から個人輸入されたダイエット食品による肝機能障害( 年）→ 法改正2002 JAS

食品安全基本法( 年）2003

・ミートホープ社牛肉ミンチ偽装事件( 年)2007

・ 中国産冷凍餃子による中毒」事件( 年)「 2008

・三笠フーズによる事故米の不正転売( 年)2009

・放射能汚染食品」問題と「風評被害」

食品問題に対する消費者と専門家との認識(科学的リスク評価)のギャップcf.

要は････

安全・安心な食品の確保(規格化・基準づくり・検査体制の確立）

信頼できる中立・公正な情報の提供と適切なリスク・コミュニケーション

発生した被害の拡大防止と被害者の迅速な救済

根拠のない風評に左右されない消費者の確かな選択眼の育成

４ 食品を巡る様々な規制

・加工食品と 法PL

・安全性検査と食品衛生法(昭和 年)22

・農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和 )25

・加工食品品質表示基準( 年)農水告示 号）H12 513

・健康増進法(平成 年)14

同・特別用途表示の許可等に関する内閣府令
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etc.その他、景表法、酒類表示法、米穀等産地情報伝達法、牛個体識別番号法、計量法

内閣府食品安全委員会と消費者委員会の役割cf.

正確な科学的知見と的確な情報提供を求めて

＊もともと「リスク・ゼロ」は存在しないが･････

「河豚は食いたし、命は惜しし････」

危険な食べ物で、子供たちを育てることはできない！but

５ 「 」問題食品表示の一元化

食品衛生法・ 法・健康増進法における表示規制のばらつきの解消JAS

：食にまつわる健康上のトラブルを回避するため( アレルギー物質を含む食食品衛生法 Ex.

品に関する表示など）

、 ）JAS法：食品の品質を伝えるため(生鮮食品の原産地表示表示 加工食品の原材料表示など

：健康増進に役立てるため(食品に含まれる栄養成分に関する表示など）健康増進法

・統一(整理･統合)表記で、少しでもわかりやすい表示を！

→法律の一元化による表示義務の範囲の変更はないこと

・争点となる 中食・外食アレルギー表示 ・ 遺伝子組み換え表示・添加物表示 加「 」「 」「

工食品に関する原産地表示」など･････意見が分かれる問題については、準備が整い

次第、順次新たな検討の場で検討を開始する方針。

６ 特保（ ）制度のことトクホ

食品表示部会・新開発食品調査部会

食品 医薬品（ と特定保健用食品・栄養機能食品・いわゆる健康食品・その他の食品）

薬事法で定められた医薬品以外で、例外的に、一定の機能性表示が認められた

ものが特保・栄養機能食品であるが･････まだまだ留保が多いこと

いわゆる『健康食品』は 「効くかもしれない、効かないかもしれない」のレベル＊ 、

健康食品で病気の治療･治癒の効果は期待できないし、期待してもならない。→

７ 健康食品等の行き過ぎた「広告・宣伝」の問題

人々の不安･欲求をあおり、当該商品による安心と満足の獲得をイメージさせるのが広告の機能

しかし、行き過ぎた広告には、行政による健贈法・景表法等の厳格な執行を！

広告・宣伝文句・イメージ広告に対する過剰な信頼は禁物

cf. etc.「体験談」･「個人の感想です ・大好きな芸能人のお薦め」

[資料]→「特定保健食品について－消費者委員会からの声明－ （ ）」 H25.1.29

「 特保さえ摂っていれば 『特保を多量に摂れば 、健康を維持･増進できる『 』、 』

という性質のものではありません････消費者の方は 『許可表示』の内容を十、

分確認した上で、自分の健康状態に合わせて利用されることが大切です」

「減肥茶でダイエット？ ・ 脂肪分解茶？ ・ レモンやレタス 個分を一度に摂取する？」」「 」「 100

健康志向は良いけれど、健康自体が目的化した倒錯した健康志向は、無意味。○

（ 健康のためなら死んでもいいっ ）「 」!?
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基本はバランスのとれた普通の食事！８

････自分の食生活の状況に応じて、あくまで補助的に。

････濃縮された成分の過剰摂取、薬品との併用に潜む危険にも配慮

→医療機関・薬剤師との協力も( インターネットでの医薬品販売問題）cf.

････錠剤・カプセル形状の｢サプリメント｣に過度に依存しない。

健康食品・サプリは 「食品」であって「薬」ではない。→ 、

９ 消費者教育における「食育」の重要性

食事は文化。

親や社会の食事のあり方についての認識が子供たちに承継されていく。

様々な機会に、正しい食育を。

科学的根拠に基づく品質や広告表示などに関する規制に加えて、適切な食品選択眼・食事法を養うため

の教育・啓発の双方が必要

Ⅳ おわりに

○より良い市場を育てるのは、事業者・行政の努力と消費者の選択眼(消費者主権である

こと）

○消費者問題の解決には、消費者自身が主体となって学び、行動する必要があること

○「弱く愚かな 「保護の対象」としての消費者から 「強く賢く 「選択・行動する」主」 、 」

体的な消費者へ

<参考情報>

Q&A http://www.caa.go.jp/jisin/pdf/120831-3_food_qa.pdf消費者庁「食品と放射能 」
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内閣府食品安全委員会『科学の目で見る食品安全』

www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/index.html厚生労働省「食品安全情報」
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